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月
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三

衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
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提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
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大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

問
一
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
十
二
月
六
日
に
は
一
名
の
職
員
が
、
平
成
二
十
七
年
九
月
五
日
に
は
二
名
の
職
員
が
、
安
倍
内
閣
総
理
大

臣
の
夫
人
（
以
下
「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
に
同
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
職
員
は
、
経
済
産
業
省
（
中
央
省
庁
再
編
以

前
の
通
商
産
業
省
を
含
む
。
）
で
採
用
さ
れ
た
常
勤
の
職
員
で
あ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂

行
を
補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公
務
補
助
」
と
い
う
。
）
を
支
援
す
る
た
め
、
内
閣
官
房
の
職
員
と
し
て
常
駐
し
て
い

る
。

問
二
に
つ
い
て

安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
当
面
予
定
さ
れ
て
い
た
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務

補
助
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
夫
人
、
総
理
公
務
補
助
の
依
頼
等
を
行
っ
た
国
の
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
た
め
に
公
務

と
し
て
出
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
職
員
も
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

問
三
、
問
四
の
�
及
び
�
並
び
に
問
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
電
話
や
メ
ー
ル
で
す
ま
せ
る
」
及
び
「
客
観
的
根
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

一



が
、
御
指
摘
の
「
本
件
講
演
」
に
お
け
る
安
倍
総
理
夫
人
へ
の
同
行
に
つ
い
て
は
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助

を
支
援
す
る
職
員
が
、
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
べ
き
旨
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
命
令
を
受
け
、
安
倍
総
理
夫
人
の
日
程
等
の
情
報
を
得
た
上
で
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す

る
必
要
性
を
踏
ま
え
て
当
該
職
員
自
ら
判
断
し
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
係
る
時
間
の
内
外
、
当
該
職
員
の
正
規

の
勤
務
時
間
の
内
外
を
問
わ
ず
、
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
行
に
当
た
り
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
の
発
令
に
係
る
手
続

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
本
件
講
演
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府

と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

問
四
の
�
及
び
�
、
問
五
の
�
及
び
�
、
問
七
並
び
に
問
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
を
支
払
う
」
、
「
安
倍
昭
恵
氏
と
職
員
の
移
動
手
段
に
対
す
る
領
収
書
」
、
「
出
張
扱

い
」
及
び
「
出
張
に
対
す
る
宿
泊
費
・
日
当
・
超
過
勤
務
手
当
等
の
諸
手
当
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
本
件
講
演
」
に
同
行
し
た
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
旅
費
（
以
下
「
同
行
旅
費
」
と
い

二



う
。
）
は
、
安
倍
総
理
夫
人
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
経
費
に
よ
り
負
担
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

公
務
の
た
め
旅
行
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
旅
費
法
に
基
づ
き
、
旅
費
（
以
下
「
標
準
の
旅
費
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
で
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
「
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
運
用
方

ち
よ
う

針
」
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
十
五
日
付
け
蔵
計
第
九
百
二
十
二
号
大
蔵
省
主
計
局
長
通
牒
別
紙
）
に
お
い
て
、
標
準
の
旅
費

の
う
ち
国
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
支
給
さ
れ
る
旅
費
に
相
当
す
る
旅
費
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
安
倍
総
理
夫
人
か
ら
の
申
出
に
よ
り
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
の
同
行
旅
費
が
安
倍
総
理
夫
人
の
負
担

に
よ
り
支
払
わ
れ
た
場
合
は
こ
れ
に
該
当
す
る
た
め
、
国
は
当
該
職
員
に
対
し
標
準
の
旅
費
の
支
給
を
し
な
い
も
の
と
し
て

い
る
。

ま
た
、
「
本
件
講
演
」
に
際
し
て
の
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当

は
、
当
該
手
当
の
支
給
の
た
め
に
必
要
な
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

問
五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
職
員
の
支
援
は
一
切
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御

三



指
摘
の
「
本
件
講
演
の
主
催
者
側
と
の
日
程
調
整
な
ど
の
事
務
作
業
」
及
び
「
安
倍
昭
恵
氏
と
職
員
の
移
動
手
段
の
予
約
や

切
符
の
購
入
な
ど
の
事
務
作
業
」
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事
務
作
業
を
行

っ
た
者
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

問
五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
」
及
び
「
そ
の
間
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

問
五
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
私
的
な
行
為
の
活
動
時
間
内
に
行
う
必
要
が
あ
る
総
理
公
務
補
助
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

問
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
本
件
講
演
」
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
本
件
講
演
に
お
け
る
安

倍
総
理
夫
人
の
肩
書
」
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。
な
お
、
御
指
摘
の
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
」
と

は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
配
偶
者
を
指
し
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
呼
称
で
あ
り
、
当
該
呼
称
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
定
め
は

四



な
く
、
安
倍
総
理
夫
人
が
当
該
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
特
段
の
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五


